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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの測定方向（ｘ）に互いに相対移動可能な２つの物体の位置を検出する
ための、測定方向（ｘ）に延在する１つのスケール本体（２０）と１つの走査装置（１０
）とを有するエンコーダであって、
・前記スケール本体（２０）が、前記２つの物体のうちの一方の物体に接合されていて、
少なくとも１つの基準マーク（２２）を１つの基準位置（ｘＲＥＦ）に有し、前記基準マ
ーク（２２）が、場所に応じて異なる目盛周期を有する複数の目盛領域（２２．１，２２
．２，１４．１，１４．２，１４．３）の測定方向（ｘ）に延在する配置から構成され、
・前記走査装置（１０）が、前記２つの物体のうちの他方の物体に接合されていて、少な
くとも１つの基準信号（ＲＥＦ）を前記基準位置（ｘＲＥＦ）で生成するために１つの光
源（１１）と１つの走査板（１３）と１つの基準信号検出装置（１８）とを有し、さらに
生成される周期的な複数のインクリメンタル信号に対する１つの絶対基準値が生成可能で
あり、前記走査板（１３）が、場所に応じて異なる目盛周期を有する複数の目盛領域（１
４．１，１４．２，１４．３）の測定方向（ｘ）に延在する配置から構成される１つの基
準マーク走査パターン（１４）を有し、
・前記走査板（１３）上の前記基準マーク走査パターン（１４）内の回折格子の空間周波
数分布と前記スケール本体（２０）上の前記基準マーク（２２）内の回折格子の空間周波
数分布とが異なるように、このスケール本体（２０）上のこの基準マーク（２２）内の前
記複数の目盛領域（２２．１，２２．２）と前記走査板（１３）の前記基準マーク走査パ
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ターン（１４）内の目盛領域（１４．１，１４．２，１４．３）との配置が選択されてい
て、
・前記基準マーク走査パターン（１４）は、第１の回折格子の空間周波数分布を有し、且
つ主に＋／－１次の回折次数が前記光源（１１）から放射した放射ビーム束とこの基準マ
ーク走査パターン（１４）との相互作用から発生するように形成されていて、これらの＋
／－１次の回折次数は、前記スケール本体（２０）上で重畳して第２の回折格子の空間周
波数分布を有する前記基準マーク走査パターン（１４）のセルフイメージを生成する当該
エンコーダにおいて、
・前記スケール本体（２０）上に配置された前記基準マーク（２２）は、第３の回折格子
の空間周波数分布を有すること、及び
・前記第２の回折格子の空間周波数分布と前記第３の回折格子の空間周波数分布とが、周
波数領域内で所定の差周波数（ｆＶ）だけ互いにシフトされているように、前記基準マー
ク走査パターン（１４）及び／又は前記スケール本体（２０）上に配置された前記基準マ
ーク（１４）が形成されている結果、前記スケール本体（２０）が、その基準位置（ｘＲ

ＥＦ）に存在するときに、周期的な空間周波数成分を有する干渉縞が、前記基準マーク走
査パターン（１４）のセルフイメージと前記基準信号検出装置（１８）の検出面内の前記
基準マーク（２２）との光学的な相互作用から発生し、前記周期的な空間周波数成分が、
前記差周波数（ｆＶ）に相応することを特徴とするエンコーダ。
【請求項２】
　前記基準マーク走査パターン（１４）は、組み合わされた振幅パターン及び位相パター
ンとして形成されていて、この組み合わされた振幅パターン及び位相パターンは、透過性
の複数の目盛領域（１４．１）と非透過性の複数の目盛領域（１４．２）と所定に位相シ
フトされている複数の目盛領域（１４．３）とを有することを特徴とする請求項１に記載
のエンコーダ。
【請求項３】
　前記基準マーク走査パターン（１４）の空間周波数の２倍のセルフイメージが、前記ス
ケール本体（２０）上に発生するように、この基準マーク走査パターン（１４）が形成さ
れていることを特徴とする請求項１に記載のエンコーダ。
【請求項４】
・基準マーク（２２）は、基準マーク対象軸（ＳＭ）に対してミラー対称に形成された２
つの基準マーク部分領域（２２Ａ，２２Ｂ）から構成され、
・前記基準マーク走査パターン（１４）は、走査パターン対称軸（ＳＡ）に対してミラー
対称に形成された２つの走査パターン部分領域（１４Ａ，１４Ｂ）から構成されることを
特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のエンコーダ。
【請求項５】
　前記基準信号検出装置（１８）は、測定方向（ｘ）に周期的に配置されている長方形の
複数の検出素子（１８．１，１８．２）を有し、この基準信号検出装置（１８）の検出装
置空間周波数が、前記第２の回折格子の空間周波数分布と前記第３の回折格子の空間周波
数分布との差周波数（ｆＶ）に相当することを特徴とする請求項１に記載のエンコーダ。
【請求項６】
　前記基準信号検出装置（１８）は、測定方向（ｘ）に非周期的に配置されている長方形
の複数の検出素子を有し、この基準信号検出装置の局所の検出装置空間周波数が、前記第
２の回折格子の空間周波数分布と前記第３の回折格子の空間周波数分布との局所の差周波
数に相当することを特徴とする請求項１に記載のエンコーダ。
【請求項７】
　前記基準信号検出装置（１８）の各検出素子（１８．１，１８．２）が、１つおきに互
いに電気接続されている結果、それぞれ互いに接続された複数の検出素子（１８．１，１
８．２）から構成される第１グループと第２グループとが発生し、基準クロック信号（Ｒ
ＥＦＴ）が、この第１グループによって生成可能であり、基準逆クロック信号（ＲＥＦＧ

Ｔ）が、この第２グループによって生成可能であることを特徴とする請求項５又は６に記
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載のエンコーダ。
【請求項８】
　前記基準位置（ｘＲＥＦ）に対して、前記第１グループの複数の検出素子（１８．１）
が、前記基準信号検出装置（１８）の検出面内で発生する干渉縞の信号最大値（ｘＲＥＦ

）を検出し、前記第２グループの複数の検出素子（１８．２）が、基準信号検出装置（１
８）の検出面内で発生する干渉縞の信号最小値を検出するように、前記基準信号検出装置
（１８）が構成されていることを特徴とする請求項７に記載のエンコーダ。
【請求項９】
　前記基準クロック信号（ＲＥＦＴ）と前記基準逆クロック信号（ＲＥＦＧＴ）とが、互
いに差生成素子内に入力されていて、基準信号（ＲＥＦ）が、前記基準位置（ｘＲＥＦ）
で、当該入力された基準クロック信号（ＲＥＦＴ）と当該基準逆クロック信号（ＲＥＦＧ

Ｔ）とから発生することを特徴とする請求項７に記載のエンコーダ。
【請求項１０】
　前記スケール本体（２０）は、照射振幅型回折格子として形成されていて、前記基準マ
ーク（２２）は、交互に配置された異なる反射特性の複数の目盛領域（２２．１，２２．
２）を有することを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載のエンコーダ。
【請求項１１】
　位置によって決まる１つ又は複数のインクリメンタル信号をインクリメンタル目盛（２
１）の走査から生成するため、測定方向（ｘ）に延在する１つのインクリメタル目盛（２
１）が、前記スケール本体（２０）上にさらに配置されていて、前記走査装置（１０）が
、走査手段を有することを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載のエンコーダ
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の上位概念に記載のエンコーダに関する。
【背景技術】
【０００２】
　少なくとも１つの測定方向に互いに相対移動可能な２つの物体の位置を検出するために
適するエンコーダが、欧州特許出願公開第５１３４２７号明細書から公知である。このた
め、当該公知のエンコーダは、当該２つの物体のうちの一方の物体に接合されているスケ
ール本体を有する。このスケール本体は、測定方向に延在する１つのインクリメンタル目
盛と１つの基準位置に対する１つの基準マークとを有する。この基準マークは、場所で異
なる目盛周期を有するパターンから構成される。すなわち、この基準マークは、場所に応
じて異なる目盛周期を有する複数の目盛領域の測定方向に延在する配置を成す。このよう
なパターン又は配置は、チャープされた目盛パターン又はチャープされた回折格子とも記
される。さらに、当該エンコーダは、当該２つの物体のうちの他方の物体に接合されてい
る走査装置を有する。この走査装置は、移動によって決まる少なくとも１つのインクリメ
ンタル信号と所定の１つの基準位置に対する少なくとも１つの基準信号とを生成するため
に使用される異なる複数の素子を有する。この場合、信号が、測定区間に沿って当該イン
クリメンタル目盛と当該基準マークとを光学走査することによって生成される。この場合
、スケール本体と走査板との異なってチャープされた目盛周期によって発生する全ての信
号周波数成分が、同位相で重畳するときに、１つの基準信号が発生する。
【０００３】
　当該欧州特許出願公開第５１３４２７号明細書の図８では、こうして形成されたチャー
プされた基準マークの特別なバリエーションが開示されている。この基準マークは、対称
軸に対してミラー対称に配置された２つの基準マーク部分領域から構成される。当該２つ
の基準マーク部分領域はそれぞれ、場所に応じて異なる目盛周期を有する複数の目盛領域
の測定方向に延在する配置から構成される。
【０００４】
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　当該欧州特許出願公開第５１３４２７号明細書から公知のエンコーダは、いわゆる干渉
走査原理に基づく。この干渉走査原理では、第１回折格子が、走査放射ビーム路内でコリ
メート照射される。移動によって決まる走査信号が、複数の部分放射ビーム束の能動的な
重畳と受動的な重畳とから得られる。当該走査信号は、スケール本体と走査装置との相対
移動時に移動に応じて位相シフトされる。こうして、当該２つの物体の相対位置に関する
高分解能の位置情報が入手され得る。当該使用される走査原理の場合、位相回折格子のス
ケールが、スケール本体として使用される。この位相回折格子のスケールは、特により大
きく必要な測定長さに対しては比較的経費をかけて製造される必要がある。それ故に、特
定の用途において、代わりの又はより少ない経費で製造可能なスケール本体、例えば振幅
回折格子のスケールが使用されなければならない場合は、当該欧州特許出願公開第５１３
４２７号明細書の図８で提唱されている基準信号を生成するためのバリエーションは使用
され得ない。当該明細書には、振幅回折格子として形成されたスケール本体の走査時に、
どのような手段を高分解能の基準信号を生成するために採用するべきかという指摘が開示
されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】欧州特許出願公開第５１３４２７号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第１０８１４５７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、簡単に製造可能なスケール本体の使用の下で１つ又は複数の基準信号
の確実な生成を可能にするエンコーダを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、この課題は、請求項１に記載の特徴を有するエンコーダによって解決
される。
【０００８】
　本発明のエンコーダの好適な構成は、従属請求項に記載されている手段によって達成さ
れる。
【０００９】
　本発明のエンコーダは、少なくとも１つの測定方向に延在する互いに相対移動可能な２
つの物体の位置を検出するために使用される。本発明のエンコーダは、測定方向に延在す
る１つのスケール本体を有する。このスケール本体は、当該２つの物体のうちの一方の物
体に接合されていて、少なくとも１つの基準マークを１つの基準位置に有する。この場合
、この基準マークは、場所に応じて異なる複数の目盛領域の測定方向に延在する配置から
構成される。さらに、本発明のエンコーダは、当該２つの物体のうちの他方の物体に接合
されている１つの走査装置を有する。この走査装置は、少なくとも１つの基準信号を当該
基準位置で生成するために１つの光源と１つの走査板と１つの基準信号検出装置とを有す
る。この場合、この走査装置は、１つの基準マーク走査パターンを有する。この基準マー
ク走査パターンは、場所に応じて異なる目盛周期を有する複数の目盛領域の測定方向に延
在する配置から構成される。走査板上の基準マーク走査パターン内の回折格子の空間周波
数分布とスケール本体上の基準マーク内の回折格子の空間周波数分布とが異なるように、
このスケール本体上のこの基準マーク内のこれらの目盛領域とこの走査板のこの基準マー
ク走査パターン内の目盛領域との配置が選択されている。
【００１０】
　好適な実施の形態では、基準マーク走査パターンは、第１の回折格子の空間周波数分布
を有し、且つ主に＋／－１次の回折次数が光源から放射した放射ビーム束とこの基準マー
ク走査パターンとの相互作用から発生するように形成されていることが提唱されている。
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これらの＋／－１次の回折次数は、スケール本体上で重畳して第２の回折格子の空間周波
数分布を有する基準マーク走査パターンのセルフイメージを生成する。
【００１１】
　この場合、当該基準マーク走査パターンは、組み合わされた振幅パターン及び位相パタ
ーンとして形成され得る。この基準マーク走査パターンは、透過性で且つ位相シフトされ
ている所定の複数の目盛領域と非透過性で且つ位相シフトされている所定の複数の目盛領
域とを有する。
【００１２】
　この代わりに、当該基準マーク走査パターンは、横方向に形成された複数の目盛領域を
有する位相パターンとして形成されてもよい。
【００１３】
　好ましくは、スケール本体上に配置された基準マークが、第３の回折格子の空間周波数
分布を有する。
【００１４】
　さらに、第２の回折格子の空間周波数分布と第３の回折格子の空間周波数分布とが、周
波数領域内で所定の差周波数だけ互いにシフトされているように、基準マーク走査パター
ン及び／又はスケール本体上に配置された基準マークが形成されてもよい。その結果、当
該スケール本体が、その基準位置に存在するときに、周期的な空間周波数成分を有する干
渉縞が、当該基準マーク走査パターンのセルフイメージと基準信号検出装置の検出面内の
当該基準マークとの光学的な相互作用から発生する。この場合、当該周期的な空間周波数
成分が、差周波数に相当する。
【００１５】
　特に、基準マーク走査パターンの空間周波数の２倍のセルフイメージが、スケール本体
上に発生するように、この基準マーク走査パターンが形成されている。
【００１６】
　可能な実施の形態では、
・基準マークが、基準マーク対象軸に対してミラー対称に形成された２つの基準マーク部
分領域から構成され、
・基準マーク走査パターンが、走査パターン対称軸に対してミラー対称に形成された２つ
の走査パターン部分領域から構成されることが提唱されている。
【００１７】
　さらに、基準信号検出装置は、測定方向に周期的に配置されている長方形の複数の検出
素子を有する。この場合、この基準信号検出装置の検出装置空間周波数が、第２の回折格
子の空間周波数分布と第３の回折格子の空間周波数分布との差周波数に相当する。
【００１８】
　この代わりに、基準信号検出装置は、測定方向に非周期的に配置されている長方形の複
数の検出素子を有してもよい。この場合、この基準信号検出装置の局所の検出装置空間周
波数が、第２の回折格子の空間周波数分布と第３の回折格子の空間周波数分布との局所の
差周波数に相当する。
【００１９】
　特に、基準信号検出装置の各検出素子が、１つおきに互いに電気接続されていることが
提唱されている。その結果、それぞれ互いに接続された複数の検出素子から構成される第
１グループと第２グループとが発生し、基準クロック信号が、この第１グループによって
生成可能であり、基準逆クロック信号が、この第２グループによって生成可能である。
【００２０】
　この場合、基準位置に対して、第１グループの複数の検出素子が、基準信号検出装置の
検出面内で発生する干渉縞の信号最大値を検出し、第２グループの複数の検出素子が、基
準信号検出装置の検出面内で発生する干渉縞の信号最小値を検出するように、当該基準信
号検出装置が構成され得る。
【００２１】
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　基準クロック信号と基準逆クロック信号とが、互いに差生成素子内に入力されていて、
基準信号が、基準位置で、当該入力された基準クロック信号と当該基準逆クロック信号と
から発生することが可能である。
【００２２】
　好ましくは、スケール本体が、照射振幅型回折格子として形成されていて、基準マーク
が、交互に配置された異なる反射特性の複数の目盛領域を有する。
【００２３】
　最後に、位置によって決まる１つ又は複数のインクリメンタル信号をインクリメンタル
目盛の走査から生成するため、測定方向に延在する１つのインクリメタル目盛が、スケー
ル本体上に配置されていて、走査装置が、走査手段を有することが提唱され得る。
【００２４】
　経費のかかる製造方法を必要としない、基準信号を生成するためのスケール本体も、エ
ンコーダの本発明の構成に基づいて走査され得る。特に、この場合、位置信号を生成する
ために照射光でも透過光でも走査可能である振幅回折格子をスケール本体として使用する
ことが可能である。
【００２５】
　本発明の解決手段のその他の利点としては、信号の生成が、走査間隔、すなわちスケー
ル本体と走査装置との間の間隔の変動に対してより良好に鈍感になる。したがって、比較
的大きい組立公差が、本発明のエンコーダに対して得られる。その結果、当該エンコーダ
の構造が、それぞれの用途において明らかに容易になる。さらに、当該組立公差によって
、本発明のエンコーダは、より小さい組立公差のときには使用できない用途でも使用され
得る。
【００２６】
　本発明のその他の詳細及び利点を図面に関連する本発明の装置の実施の形態の以下の説
明に基づいて説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明のエンコーダの第１の実施の形態における走査放射ビーム路を概略的に示
す。
【図２】図１によるエンコーダのスケール本体の、基準マークがインクリメンタル目盛の
隣に配置されている一部の領域の上面図である。
【図３ａ】図１によるエンコーダの走査板の上面図である。
【図３ｂ】基準マーク走査パターンの領域内の図３ａによる走査板の側面図である。
【図４】図１によるエンコーダの検出装置の一部の領域と、後続配置された基準信号を生
成するための別の素子との上面図である。
【図５】最大の基準信号の発生中の図１によるエンコーダの検出面内で発生する縞模様の
輪郭と、検出装置の検出素子の一部とを示す。
【図６】図１によるエンコーダ内のスケール本体の位置に応じた基準クロック信号と基準
差動信号との経時変化の輪郭を示す。
【図７】基準クロック信号と基準逆クロック信号との差動結合から発生する図１によるエ
ンコーダの基準信号の輪郭を示す。
【図８】本発明のエンコーダの第２の実施の形態の検出装置の一部の領域上の上面図と、
基準信号を生成するために後続接続された別の素子とを示す。
【図９】最大の基準信号の発生中の本発明のエンコーダの第２の実施の形態の検出面内で
発生する縞模様の輪郭を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下に、本発明のエンコーダの第１の実施の形態を図１～７に基づいて説明する。
【００２９】
　図１内の走査放射ビーム路の概略的な輪郭から分かるように、照射システムとして構成
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された本発明のエンコーダは、走査装置１０と、ここでは反射式スケール本体として構成
されているスケール本体２０とを有する。この走査装置１０とこのスケール本体２０とは
、この図中にｘで示された測定方向に互いに可動に配置されている図示されていない複数
の物体に接合されている。これらの物体は、例えば、位置を互いに検出する必要がある、
互いに相対移動可能な機械部品でもよい。この場合には、当該エンコーダによって生成さ
れた位置信号が、－図中に示されていない－上位に配置された機械制御装置に供給される
。この機械制御装置は、当該位置信号を公知の方法でさらに処理し、例えば、当該可動な
機械部品を位置決めするために使用する。
【００３０】
　走査装置１０とスケール本体２０との相対移動の場合に、位相シフトされている周期的
な複数のインクリメンタル信号が、図１に示されたエンコーダによって、このスケール本
体２０上に配置されて測定方向ｘに延在するインクリメンタル目盛２１の光学走査から生
成され得る。図１では、この測定方向ｘは、その紙面に対して直角に指向されている。こ
うして生成された当該インクリメンタル信号は、公知の方法でスケール本体２０と走査装
置１０との相対移動を検出するために使用される。基準信号ＲＥＦを既知の少なくとも１
つの基準位置ｘＲＥＦで生成するため、１つの基準マーク２２が、スケール本体２０上の
測定方向ｘに沿って当該基準位置ｘＲＥＦに配置されている。当然に、複数の基準マーク
、例えば、いわゆる離間コード化された複数の基準マークも設けられ得る。この場合、当
該複数のインクリメンタル信号に対する所定の１つの絶対基準値が、この基準信号ＲＥＦ
によって生成され得る。この基準マーク２２の通過後に、且つ以下で説明する１つの基準
信号ＲＥＦの生成後に、高分解能の複数のインクリメンタル信号を当該既知の基準信号ｘ

ＲＥＦに関連させることが可能である。それ故に、当該照合が実行されると同時に、２つ
の物体に対する高分解能の絶対位置測定が、本発明のエンコーダによって実行され得る。
【００３１】
　スケール本体２０上のインクリメンタル目盛２１と基準マーク２２とを光学走査するた
め、走査装置１０が、１つの光源１１と１つのコリメーター光学素子１２と１つの走査板
１３とインクリメンタル信号を検出するための１つのインクリメンタル信号検出装置１９
と基準信号ＲＥＦを検出するための１つの基準信号検出装置とを有する。さらに、１つの
基準マーク走査パターン１４と１つの１つのインクリメンタル目盛走査パターン１６と光
学的に無効の複数の窓領域１５，１７とが、当該走査板１３上に配置されている。信号を
生成するための種々の構成要素に関しては、基準信号ＲＥＦを本発明にしたがって生成す
るための走査放射ビーム路の以下の説明を参照のこと。
【００３２】
　最初に、レーザーダイオード又は発光ダイオードとして構成された光源１１から放射さ
れた（図１中の左側に延在する）放射ビーム束が、走査装置１０内でコリメーター光学系
１２によってコリメートされる結果、平行な放射ビーム束に変換される。次いで、当該放
射ビーム束は、走査板１３に向かう法線に対して緩やかな鋭角を成してこの走査板１３の
上面上の基準マーク走査パターン１４上に入射する。可能な実施の形態では、この角度は
、約８°である。当然に、別の代わりの鋭角も、本発明の範囲内で可能である。当該放射
ビーム束は、この基準マーク走査パターン１４の通過後に、引き続きスケール本体２０上
に到達し、このスケール本体２０の基準位置ｘＲＥＦで基準マーク２２と相互に作用し、
走査装置１０の方向に再び戻るように反射される。当該放射ビーム束は、当該走査板１３
内の光学的に無効な窓領域１５を通過し、次いで基準信号検出装置１８上に照射される。
【００３３】
　当該放射ビーム束と同様に、位置によって決まるインクリメンタル信号を生成するため
の走査放射ビーム路も、適切な走査手段によって延在する。図１では、右側に延在する放
射ビーム束が、対応する走査放射ビーム路を示す。この放射ビーム束は、光源１１から出
発してコリメーター光学素子１２とインクリメンタル目盛走査パターン１６とスケール本
体２０上のインクリメンタル目盛２１と走査板１３内の別の透過性の窓領域１７とを通過
してインクリメンタル信号検出装置１９上に到達する。本発明にとって重要でないインク
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リメンタル信号の生成のその他の点に関しては、本出願人の欧州特許出願公開第１０８１
４５７号明細書を参照のこと。
【００３４】
　スケール本体２０の或る領域の上面図が、図２に示されている。このスケール本体２０
は、照射振幅型回折格子として形成されている。１つの基準マーク２２が、インクリメン
タル目盛２１の隣に配置されている。この図２から分かるように、このインクリメンタル
目盛２１は、異なる反射特性を有する複数の目盛領域２１．２，２１．２の測定方向ｘに
周期的な配置から構成される。これらの異なる目盛領域２１．１，２１．２はそれぞれ、
１つの長方形を成す。この場合、当該配置面内のこれらの長方形の長手軸が、示されてい
るｙ方向に沿って、すなわち測定方向ｘに対して直角に延在する。この場合、当該図で明
るく示された目盛領域２１．１は、高い反射率を有する一方で、インクリメンタル目盛２
１の暗く示された目盛領域２１．２は、この実施の形態では低い反射率だけを有する。図
２では、インクリメンタル目盛２１の周期が、ＰＩＮＣ．Ｍで示される。すなわち、長方
形の１つの目盛領域２１．１又は２１．２の幅はそれぞれ、ＰＩＮＣ．Ｍ／２である。
【００３５】
　図２によれば、スケール本体２０上の１つの基準マーク２２が、測定方向ｘに沿って位
置決めされた既知の少なくとも１つの基準位置ｘＲＥＦに配置されている。同様に、この
基準マーク２２は、測定方向ｘに延在する複数の目盛領域２２．１，２２．２の配置から
構成される。この基準マーク２２は、測定方向ｘに沿って長さＩＲＥＦ，Ｍを有する。こ
の場合には、インクリメンタル目盛２１のように、交互に配置されたこれらの目盛領域２
２．１，２２．２が、同様に高い反射率と低い反射率とで形成されている。
【００３６】
　周期的に形成されたインクリメンタル目盛２１とは違って、スケール本体２０上の基準
マーク２２の複数の目盛領域２２．１，２２．２の配置が、場所に応じて異なる目盛周期
を有する。以下では、当該目盛周期に関しては、いわゆるチャープパターンとも記す。基
準マーク２２を特徴付ける当該場所に応じて異なる目盛周期を考察する代わりに、基準マ
ーク２２の回折格子の空間周波数分布について言及してもよい。以下に、第３の回折格子
の空間周波数分布を、スケール本体２０上の基準マーク２２と関連させて説明する。
【００３７】
　図２の具体的な実施の形態では、基準マーク２２が、基準マーク対称軸ＳＭに対してミ
ラー対称に配置又は形成された、チャープされた２つの基準マーク部分領域２２Ａ，２２

Ｂから構成される。これらの基準マーク部分領域２２Ａ，２２Ｂはそれぞれ、測定方向ｘ
に沿って長さＩＲＥＦ，Ｍ／２を有する。この場合、図２によれば、基準マーク対称軸Ｓ

Ｍが、方向ｙに対して平行に、すなわち測定方向ｘに対して垂直に指向されている。この
場合、これらの基準マーク部分領域２２Ａ，２２Ｂ内では、目盛領域２２．１，２２．２
の目盛周期が、基準マーク対称軸ＳＭから出発して外側に向かうにつれてより小さくなる
、又は、回折格子の空間周波数が、より大きくなる。
【００３８】
　原理的には、基準マーク内の回折格子の空間周波数の逆の推移も、本発明の範囲内で可
能である。したがって、この場合には、回折格子の空間周波数が、外側に向かうにつれて
より小さくなる、又は、目盛周期が、より大きくなる。
【００３９】
　図３ａは、本発明のエンコーダ１３の可能な実施の形態の走査版１３の上面図である。
基準マーク走査パターン１４の側面図が、図３ｂに示されている。この場合、ガラス板が
、走査板１３として機能する。この場合、このガラス板内では、異なる走査パターン１４
，１６の異なる目盛領域１４．１～１４．３，１６．１～１６．３が、吸収性のクロムの
ウェブとして、透過性のガラス領域として、及びそれぞれ設けられている組み合わせられ
た振幅パターンと位相パターンとの深くエッチングされた位相シフトされているガラス領
域として形成されている。
【００４０】
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　図３ａの右側の部分に示された走査板１３の一部では、透過性の窓領域１７が、インク
リメンタル目盛走査パターン１６の隣で確認できる。スケール本体２０から反射した放射
ビーム束が、インクリメンタル信号を生成するために、インクリメンタル信号検出装置１
９上に照射される前に当該透過性の窓領域１７を通過する。例えば、上記の欧州特許出願
公開第１０８１４５７号明細書から公知であるように、測定方向ｘに沿って延在する当該
インクリメンタル目盛走査パターン１６は、周期的に組み合わせられた振幅パターン及び
位相パターンとして形成されている。この場合、当該インクリメンタル目盛走査パターン
１６の振幅パターンが、周期的に配置され、暗くと明るくとに示された長方形の目盛領域
１６．１，１６．２から形成される。これらの目盛領域１６．１，１６．２は、これらの
目盛領域１６．１，１６．２上に入射する光に対して非透過性と透過性とに形成されてい
る。この場合、当該インクリメンタル目盛走査パターン１６の振幅パターンは、周期ＰＩ

ＮＣ，Ａ１を有する。図３ａに具体的に示されているように、この周期ＰＩＮＣ，Ａ１は
、測定方向ｘに沿った透過性と非透過性との目盛領域１６．１，１６．２の幅の合計に相
当する。インクリメンタル目盛走査パターン１６の位相パターンは、測定方向ｘに沿って
周期的に配置され、深くエッチングされた走査板１３の目盛領域１６．３によって形成さ
れる。当該目盛領域１６．３は、同様に長方形であり、図３ａにハッチングによって示さ
れる。当該目盛領域１６．３は、通過する放射ビーム束に対する所定の位相シフト作用を
有する。図３ａでは、当該インクリメンタル目盛走査パターン１６内の位相パターン又は
位相シフトされている目盛領域１６．３の周期が、ＰＩＮＣ，Ａ２で示される。
【００４１】
　図３ａによれば、当該インクリメンタル目盛走査パターン１６に対してｙ方向に右側に
隣接して、透過性の窓領域１７が、走査板１３内で確認できる。スケール本体２０から反
射した放射ビーム束が、基準信号を生成するために、インクリメンタル信号検出装置１８
上に照射される前に当該透過性の窓領域１７を通過する。
【００４２】
　当該インクリメンタル目盛走査パターン１６とは違って、基準マーク走査パターン１４
が、すなわち場所に応じて異なる目盛周期を有する目盛領域１４．１，１４．２，１４．
３の配置として、すなわちチャープされた透過型回折格子として走査板１３上に形成され
ている。当該基準マーク走査パターン１４は、測定方向ｘに沿って、限定された長さＩＲ

ＥＦ，Ａを有する。つまり、可能な実施の形態では、この長さＩＲＥＦ，Ａは、スケール
本体２０上の基準マーク２２の長さＩＲＥＦ，Ｍにほぼ等しい。当該基準マーク走査パタ
ーン１４も、組み合された振幅パターン及び位相パターンとして形成されていて、非透過
性の目盛領域１４．１と透過性の目盛領域１４．２と深くエッチングされた目盛領域１４
．３とから構成される。当該伝達された放射ビーム束が、この目盛領域１４．３内で所定
に位相シフトされる。
【００４３】
　図３ａから分かるように、基準マーク走査パターン１４は、チャープパターンとして形
成されている。すなわち、目盛周期が、場所に応じて異なるように、当該基準マーク走査
パターン１４内の目盛領域１４．１，１４．２，１４．３の配置が構成されている。この
場合、走査板１３上の基準マーク走査パターン１４は、図示された実施の形態では走査パ
ターン対称軸ＳＡに対してミラー対称に配置された２つの走査パターン部分領域１４Ａ，
１４Ｂから構成される。図３ａによれば、走査パターン対称軸ＳＡが、方向ｙに対して平
行に、すなわち測定方向ｘに対して垂直に指向されている。これらの走査パターン部分領
域１４Ａ，１４Ｂ内では、目盛領域１４．１，１４．２，１４．３の目盛周期が、走査パ
ターン対称軸ＳＡから出発して外側に向かうにつれてより小さくなる。
【００４４】
　上記の代わりの、外側に向かうにつれてより大きくなる目盛周期を有する基準マークの
構成の場合には、当然に、基準マーク走査パターンも、これに応じて適合されて形成され
る必要がある。同様に、この基準マーク走査パターンも、外側に向かうにつれてより大き
くなる目盛周期を有する。
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【００４５】
　スケール本体２０上の基準マーク２２の場合で既に説明したように、チャープされた基
準マーク走査パターン１４も、回折格子の空間周波数によって特徴付けられ得る。この基
準マーク走査パターン１４は、以下では第１の回折格子の空間周波数分布と記され、スケ
ール本体２０上の基準マーク２２の回折格子の空間周波数分布と異なる。それ故に、基準
マーク走査パターン１４のこの実施の形態では、周波数領域内で、回折格子の空間周波数
が、基準マーク２２と同様に走査パターン対称軸ＳＡから出発して外側に向かうにつれて
より大きくなる。つまり、これとは反対に、目盛周期は、走査パターン部分領域１４Ａ，
１４Ｂ内で図３ａから分かるように外側に向かうにつれてより小さくなる。
【００４６】
　この実施の形態では、説明した組み合わせられた振幅パターン及び位相パターンの形態
の基準マーク走査パターン１４の構成によって、走査板１３の後方への透過中の主に＋／
－１次の回折次数が、基準マーク２２を走査するための放射ビーム路内で光源から放射し
た放射ビーム束と基準マーク走査パターン１４との相互作用から発生し、基準信号ＲＥＦ
の生成に寄与することが保証されている。これに対して、この基準マーク走査パターン１
４でのその他の回折次数の発生は、この基準マーク走査パターン１４の当該選択された構
成によってほとんど抑制される。
【００４７】
　後続配置された信号処理素子を含む本発明のエンコーダの基準信号検出装置１８が、図
４に概略的に示されている。この図４から分かるように、この基準信号検出装置１８は、
長方形に形成された複数の検出素子１８．１，１８．２から構成される。これらの検出素
子は、測定方向ｘに沿って周期的に配置されている。以下では、当該検出装置に対応する
周期が、変数ｄＶで記される。当該変数の意味に関しては、本明細書のその他の箇所でさ
らに詳しく説明する。当該基準信号検出装置１８又は当該検出素子１８．１，１８．２の
周期的な配置を周波数領域内で考察すると、この基準信号検出装置１８は、検出装置空間
周波数ｆＶ＝１／ｄＶを有する。
【００４８】
　図４に示されているように、基準信号検出装置１８の各検出素子１８．１，１８．２が
、１つおきに互いに電気接続されている。その結果、接続された複数の検出素子１８．１
を有する第１グループが存在し、接続された複数の検出素子１８．２から構成される第２
グループが存在する。当該接続された複数の検出素子１８．１の第１グループの出力側で
は、以下で基準クロック信号ＲＥＦＴと記される第１部分信号が、スケール本体２０上の
基準マーク２２の走査から発生し、当該接続された複数の検出素子１８．２の第２グルー
プの出力側では、以下で基準逆クロック信号ＲＥＦＧＴと記される第２部分信号が、スケ
ール本体２０上の基準マーク２２の走査から発生する。基準位置ｘＲＥＦの範囲内の当該
信号ＲＥＦＴ，ＲＥＦＧＴの経時変化が、図６に示されている。
【００４９】
　図４から分かるように、基準クロック信号ＲＥＦＴ及び基準逆クロック信号ＲＥＦＧＴ

は、差生成素子３０に供給される。次いで、信号ＲＥＦ′が、この差生成素子３０の出力
部で発生する。最後に、この信号ＲＥＦ′は、補正装置４０によってさらに信号補正され
る、特にオフセット補正される。次いで、基準信号ＲＦＥが、例えば－図示されなかった
－制御装置によってさらに処理するために当該補正装置の出力部に供給される。基準位置
ｘＲＥＦの範囲内のこの基準信号ＲＥＦの経時変化が、図７に示されている。
【００５０】
　以下に、上記の本発明のエンコーダを用いた基準信号ＲＥＦの生成を詳細に説明する。
【００５１】
　上記の基準マーク走査パターン１４の構成に起因して、当該放射ビーム路内のこの素子
にしたがって、回折された＋／－１次の複数の部分放射ビーム束が重畳する。その結果、
走査板１３上に配置された基準マーク走査パターン１４のセルフイメージが、スケール本
体２０と走査装置１０との間の比較的大きい走査範囲によって生成される。したがって、



(11) JP 6293700 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

スケール本体の面内に発生する基準マーク走査パターン１４の当該セルフイメージは、同
様にチャープパターンを別に形成する。この場合、しかしながら、このセルフイメージは
、当該基準マーク走査パターン１４に設けられている構成に起因して第２の回折格子の空
間周波数分布を有する。この第２の回折格子の空間周波数分布は、この基準マーク走査パ
ターン１４の第１の回折格子の空間周波数分布と異なる。好適な実施の形態では、基準マ
ーク走査パターン１４の２倍の空間周波数のセルフイメージが、当該スケール本体の面内
に存在する。すなわち、当該セルフイメージの目盛領域が、基準マーク走査パターン１４
の相当する又は対応する領域内の目盛周期の半分である目盛周期を有する。さらに、こう
して生成されたセルフイメージは、基準マーク走査パターン１４の長さＩＲＥＦ，Ａにほ
ぼ相当する長さ寸法を有する。
【００５２】
　この実施の形態では、基準マーク走査パターン１４の適切な構成によって、スケール本
体の面内のセルフイメージの回折格子の空間周波数分布が、基準マーク２２の第３の回折
格子の空間周波数に対して所定の差周波数ｆＶだけシフトされていることが保証される。
この代わりに、必要な差周波数ｆＶをスケール本体２０上の基準マーク２２を適切に構成
することによって調整することも、基本的に可能である。スケール本体２０が、基準位置
ｘＲＥＦに存在するときに、周期的な空間周波数成分を有する縞模様が、基準信号検出装
置１８の検出面内で、基準マーク走査パターン１４の生成されたセルフイメージと基準マ
ーク２２との光学的な相互作用から発生する。この場合、当該周期的な空間周波数成分は
、差周波数ｆＶに相当する。このとき、当該生成された干渉縞は、選択された検出装置空
間周波数ｆＶ又は検出装置周期ｄＶ＝１／ｆＶを有する基準信号検出装置１８を使用して
検出される。したがって、当該基準信号検出装置１８の検出装置空間周波数は、第２の回
折格子の空間周波数分布と第３の回折格子の空間周波数分布との差周波数ｆＶに相当する
。
【００５３】
　走査装置１０が、基準マーク２２の真上に存在する場合、基準信号検出装置１８の複数
の検出素子のうちの第１グループの複数の検出素子１８．１がそれぞれ、当該検出面内に
生成された干渉縞の信号最大値を検出する。当該検出面内の干渉縞の信号最小値が、第２
グループの複数の検出素子１８．２によって検出される。図５には、この場合が、図式化
して正確に示されている。この場合、基準位置ｘＲＥＦで発生する干渉縞Ｓ並びに当該信
号最大値と当該信号最小値とに割り当てられた基準信号検出装置１８の基準素子１８．１
，１８．２が示されている。基準位置ｘＲＥＦで第１のグループの接続された複数の検出
素子１８．１から発生する基準クロック信号ＲＥＦＴと、第２グループの接続された複数
の検出素子１８．２から発生する基準逆クロック信号ＲＥＦＧＴとが、図６に示されてい
る。図７には、当該基準クロック信号ＲＥＦＴと当該基準逆クロック信号ＲＥＦＧＴとか
ら差を生成する回路から発生し、オフセット補正された基準信号ＲＥＦが具体的に示され
ている。
【００５４】
　最後に、どのようにして、当該基準信号の生成に寄与する上記空間周波数成分が、必要
なパターンを適切に寸法決めするために走査放射ビーム路内で数学的に特徴付け可能であ
るかを、本発明のエンコーダの第１の実施の形態に対して説明する。
【００５５】
　まず、スケール本体２０上の基準マーク２２の場所によって決まる位相関数ｐＭ（ｘ）
が、例えば以下の多項式によって表現され得る：
　ｐＭ（ｘ）＝ａｘ＋ｂｘ３　　　（方程式１）
ｐＭ（ｘ）：＝スケール本体上の基準マークの場所によって決まる位相関数
ａ，ｂ：＝多項式の係数
ｘ：＝測定方向に沿った空間座標
【００５６】
　スケール本体２０上の基準マーク２２の高い反射又は低い反射を呈する目盛領域が、以
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下のようにこのスケール本体２０上のこの基準マーク２２の位相関数ｐＭ（ｘ）から直接
に算定され得る：
【００５７】
【数１】

Ｒ（ｘ）：＝スケール本体上の基準マークの場所によって決まる反射率
ｐＭ（ｘ）：＝スケール本体上の基準マークの場所によって決まる位相関数
ｘ：＝測定方向に沿った空間座標
【００５８】
　この場合、基本的には、スケール本体２０上の高く反射する目盛領域と低く反射する目
盛領域が、適切に入れ替えられてもよい。
【００５９】
　基準マーク走査パターン１４の周波数の２倍のセルフイメージが、既に上述したように
周期的な基準信号検出装置１８の検出装置空間周波数ｆＶ＝１／ｄＶだけシフトされる必
要がある。
【００６０】
　この場合、スケール本体面内の強度分布Ｉ（ｘ）に対して：
【００６１】

【数２】

Ｉ（ｘ）：＝スケール本体面内の場所によって決まる強度分布
ｐＡＰ（ｘ）：＝走査板上の基準マーク走査パターンの場所によって決まる位相関数
ｘ：＝測定方向に沿った空間座標
が成立する。
【００６２】
　この場合、走査板１３上の基準マーク走査パターン１４の場所によって決まる位相関数
に対して：
【００６３】
【数３】

ｐＡＰ（ｘ）：＝走査板上の基準マーク走査パターンの場所によって決まる位相関数
ｄＶ：＝基準信号検出装置の検出装置周期
ａ，ｂ：＝多項式の係数
ｘ：＝測定方向に沿った空間座標
が成立する。
【００６４】
　基準マーク走査パターン１４の複合透過Ｔ（ｘ）が、以下の方程式にしたがって走査板
１３の基準マーク走査パターン１４の位相関数から新たに算定され得る。
【００６５】
【数４】

Ｔ（ｘ）：＝基準マーク走査パターンの複合透過Ｔ（ｘ）
ｐＡＰ（ｘ）：＝走査板上の基準マーク走査パターンの場所によって決まる位相関数
ｘ：＝測定方向に沿った空間座標
【００６６】
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　この場合、透過値Ｔ（ｘ）＝－１は、基準マーク走査パターン１４の１つの目盛領域に
対して、この目盛領域が深くエッチングされて形成されていることを意味する。その結果
、通過する放射ビーム束の位相が、当該目盛領域にわたって、深くエッチングされなかっ
た目盛領域に対して１８０°シフトされる。透過値Ｔ（ｘ）＝０は、吸収性の層を対応す
る１つの目盛領域内に被覆することによって基準マーク走査パターン１４内で達成される
。
【００６７】
　最後に、本発明のエンコーダの第２の実施の形態を図８及び９に基づいて説明する。こ
れらの図８及び９は、第１の実施の形態の図４及び５と同様な構成を示す、すなわち検出
装置の一部の領域の上面図であり、幾つかの検出素子に関連する検出面内で発生する干渉
縞を示す。以下に、上記の実施の形態に対して本質的に異なる点だけを説明する。第１の
実施の形態に対する大きな違いとして、基準信号検出装置１８０が、長方形の複数の検出
素子１８１，１８２から構成され、これらの検出素子１８１，１８２が、測定方向ｘに非
周期的に配置されていることが提唱されている。この場合、基準信号検出装置１８０の局
所の検出装置空間周波数が、セルフイメージ側の第２の回折格子の空間周波数分布とスケ
ール本体上の基準マーク側の第３の回折格子の空間周波数分布との局所の差周波数に相当
する。このことを保証するためには、特に、走査板上の基準マーク走査パターンを新たに
適切に形成することが必要である。
【００６８】
　第２の実施の形態に対して図５と同様な図が、図９に示されている。同様に、基準位置
ｘＲＥＦで発生する干渉縞Ｓ並びに信号最大値及び信号最小値に割り当てられた基準信号
検出装置１８０の検出素子１８１，１８２が、この図９から分かる。基準クロック信号Ｒ
ＥＦＴが、第１グループの接続された複数の検出素子１８１から発生し、基準逆クロック
信号ＲＥＦＧＴが、第２グループの接続された複数の検出素子１８２から発生する。これ
らの信号は、図８による差の生成と信号の補正との後に基準信号ＲＥＦを供給する。
【００６９】
　したがって、本発明のエンコーダでは、適切な干渉縞が、検出装置面内で生成されるな
らば、複数の検出素子の厳密に周期的な配置の代わりに、複数の検出素子の非周期的な配
置も設けられ得る。このようなバリエーションのさらなる利点としては、非常に高い有効
信号成分を有する信号波形を使用することが可能である。
【００７０】
　本発明の範囲内では、具体的に説明した実施の形態のほかに、さらにその他の構成の可
能性が明らかに存在する。
【００７１】
　すなわち、例えば、直進する相対移動を検出するため使用することも、回転する相対移
動を検出するため使用することも、エンコーダで可能である。後者の場合には、細長いス
ケール本体と同様に、ラジアル回折格子のスケール本体が使用され得る。
【００７２】
　さらに、説明した実施の形態による照射型のエンコーダだけが、本発明にしたがって構
成され得るのではなくて、本発明は、透過光原理によるエンコーダでも実現可能である。
この場合には、スケール本体を、異なる透過性の複数の目盛領域を有する照射振幅型回折
格子として構成することができる。この場合、上述したバリエーションと違って、走査板
が、直角方向に照射される。その結果、走査間隔が、変動に対してより良好に鈍感になる
。
【００７３】
　さらに、走査板上の組み合わされた位相パターンと振幅パターンとの代わりに、異なる
位相シフト作用を有する周期的に配置された複数の目盛領域から構成される複数の位相パ
ターンを設けることが可能である。この場合には、これらの目盛領域は、横方向のパター
ンをさらに有し、透過中に主に＋／－１次の回折次数を提供する。
【符号の説明】
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１０　走査装置
１１　光源
１２　コリメーター光学素子
１３　走査板
１４　基準マーク走査パターン
１４Ａ　部分領域
１４Ｂ　部分領域
１４．１　目盛領域
１４．２　目盛領域
１４．３　目盛領域
１５　光学的に無効の窓領域、透過性の窓領域
１６　インクリメンタル目盛走査パターン
１６．１　目盛領域
１６．２　目盛領域
１６．３　目盛領域
１７　光学的に無効の窓領域、透過性の窓領域
１８　基準信号検出装置
１８．１　検出素子
１８．２　検出素子
１９　インクリメンタル信号検出装置
２０　スケール本体
２１　インクリメンタル目盛
２１．１　目盛領域
２１．２　目盛領域
２２　基準マーク
２２．１　目盛領域
２２．２　目盛領域
３０　差生成素子
４０　補正装置
１３０　差生成素子
１４０　補正装置
１８０　基準信号検出装置
１８１　検出素子
１８２　検出素子
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